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第34期 定時株主総会招集ご通知に際しての

電子提供措置事項（交付書面省略事項）

会 社 の 体 制 及 び 方 針
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

（2024年3月1日から2025年2月28日まで）

株式会社JRC
上記事項に係る情報につきましては、法令及び定款の規定に基づき書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）へ
の記載を省略しております。
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会社の体制及び方針
業務の適正を確保するための体制
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し、代表取締役社長がその
精神を当社の取締役及び使用人に継続的に伝達することにより、法令・定款及び社会
倫理の遵守を企業活動の原点とすることを周知徹底します。

・当社は、各々の専門分野を有する監査等委員が、取締役の職務の執行全般に対し多角
的に監査することを狙いとして、監査等委員会を設置しております。

・当社は、各部門の所管業務が法令、定款及び社内諸規程に従い適切かつ有効に運営さ
れているか等について監査することを狙いとして、他部門から独立した内部監査部門
を設置しております。

・当社は、社内規程を整備し、定期的な教育を行うことで法令・規則の遵守意識を醸成
します。

・当社は、職務執行上の内部牽制を有効に機能ならしめるため、主要部門間における部
門責任者の兼務を行いません。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、
文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理します。

・取締役及び監査等委員は、常時これらを閲覧できるようにしております。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、企業の持続的発展に重大な影響を及ぼす可能性のある全てのリスクを適時・
適切に管理するため、「リスク管理規程」等の社内規程を整備し、組織横断的なリス
クの監視・全社対応を行っております。

・また、日常業務に伴う各種のリスクについては、それぞれの部門で対応するととも
に、必要に応じて専門性を持った会議体で審議し、適切な対策を講じます。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社では、年度事業計画及び適時の予算実績管理に基づき、職務執行の効率的な実施
を図ります。

・年度事業計画は部門別に策定し、取締役会の決議によりこれを決定します。
・取締役会では、当社業績やプロジェクト個別課題、子会社業績、重要稟議や部門の個
別業績を報告し、必要な施策について審議します。

・取締役会は原則として毎月開催するとともに、別途重要審議事項が発生した際は、臨
時でも開催します。
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⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループでは、子会社の経営について各社の自主性を尊重しつつも、社内規程に
則り、「コンプライアンス規程」を遵守させ、リスクの監視及び対応を行い、業務の
適正と効率性を確保するための諸規程の整備、システムを構築させます。

・当社は、海外グループ会社が所在国の法令等に基づいて内部統制システムを構築する
ことを指導します。

・前項に基づき、当社グループ会社の取引は、適正に行います。
・当社は、業績報告会等によるグループ会社の職務の執行状況の報告に基づき、それぞ
れの職務内容に従い、グループ会社が適正で効率的な経営を行うよう指導します。

⑥監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項
・当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、監査等委員が
職務の補助を求めた場合は、内部監査部門の使用人がこれを担当します。

⑦前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員の
指示の実効性の確保に関する事項
・前号の使用人は、監査等委員の職務の補助をしている期間、監査等委員の指揮命令に
従うものとし、他の一切の業務を兼務することができません。

・また、当該使用人に関する当該期間における異動・人事考課等の人事権に係る事項の
決定には監査等委員の同意を必要とします。

⑧当社グループの取締役及び使用人が当社監査等委員に報告するための体制
・当社グループの取締役及び使用人は、各々の職責に応じ、取締役会及びその他の意思
決定会議に出席し、当社の監査等委員に重要事項の報告を行うものとします。

・当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、遅滞なく当
社の監査等委員に報告するものとします。

⑨前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
・当社グループでは、当社監査等委員へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報
告をしたことを理由として不利益な取扱いは行いません。また、その旨を当社グルー
プ取締役及び使用人に周知しております。
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⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行について必要な費用又は債務が発生したときは、監査等
委員の職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、公正妥当な会計の基準に従
い当該費用又は債務を処理します。

⑪その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は、重要な意思決定過程並びに業務の執行状況等を把握するため、取締役
会に出席するとともに、取締役及び使用人からの説明を求めることとします。

・監査等委員は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査規程に基づく独立的立場によ
る適正な監査を実現するため、会計監査人並びに内部監査部門と適切な連携を保つも
のとします。

・監査等委員は、取締役会及び代表取締役と随時意見交換を行うものとします。
⑫反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係
をもちません。

・不当な要求がなされた場合には、所轄警察署並びに顧問弁護士等と常に連携を保ち、
何らかの要求あるいは接触等があった際には、適宜適切かつ毅然と対応します。

・新規契約先に対しては、取引開始時に反社会的勢力との関係が一切ない旨を書面で相
互に誓約することを求めるとともに、過去の記事検索及びインターネット検索により
反社会的勢力との関係がないことの確認を行い、既存契約先に対しても同様の確認を
行っております。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①当社は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月１回開催し、必要に
応じて臨時取締役会を開催しております。（当年度は定時・臨時合わせて20回開催）ま
た、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各
取締役の職務執行の状況を監督しております。取締役には企業経営及び経営管理に精通
した人材を登用しており、社外取締役（監査等委員含む）は取締役会にて適宜忌憚のな
い意見を述べており、経営の適切な監督を行い得る体制を確保しております。

②監査等委員は、原則として全員が取締役会に出席しております。その他、各取締役から
の聴取、重要な書類の閲覧、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査等委員会
監査の実効性を確保しております。監査等委員会につきましては原則毎月１回開催し、
必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。（当年度は定時・臨時合わせて20
回開催）また、四半期ごとに代表取締役社長と監査等委員との意見交換会も開催してお
ります。
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③当社は内部監査専任部署として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、全部署並びに全子会社に対して業務執行の妥当
性やコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、代表取締役社長に対して監
査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果に基づき、被監査部署に対して
改善を指示し、内部監査室を通じて、その改善状況をモニタリングすることにより、監
査の実効性を確保しております。

④当社は、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会
計監査を受けております。会計監査人は、監査等委員会及び内部監査室と会合を行い、
連携を図っております。

⑤当社は、リスク・コンプライアンス体制の構築及び運用の強化を図るため、当社グルー
プ内で発生しうるリスクの分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協
議するとともに、各部署から選任されたリスクに関する責任者への指導を行う、リス
ク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会
は、原則として半期に１回（３月、９月）並びに必要に応じてその都度開催し、リスク
マネジメント及びコンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要な事項
を協議しております。（当年度は、２回開催）

⑥当社は警察との連携強化、反社会的勢力に関する情報収集を図るため、大阪府暴力追放
推進センターの賛助会員に加入しており、当社の総務・法務課長は開催されたセミナー
講演会、不当要求防止責任者講習等に出席しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで） （単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 131,415 51,415 4,236,995 △698,493 3,721,332
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △415,295 － △415,295
連 結 範 囲 の 変 動 － － 18,665 － 18,665
自 己 株 式 の 処 分 － △227,451 － 344,231 116,779（新株予約権の行使）
自己株式処分差損の振替 － 227,451 △227,451 － －
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 － － 1,078,667 － 1,078,667

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 454,586 344,231 798,818
当 期 末 残 高 131,415 51,415 4,691,581 △354,262 4,520,150

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 33,915 41,119 75,034 980 3,797,347
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － △415,295
連 結 範 囲 の 変 動 － － － － 18,665
自 己 株 式 の 処 分 － － － － 116,779（新株予約権の行使）
自己株式処分差損の振替 － － － － －
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 － － － － 1,078,667

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） △414 18,388 17,974 △107 17,867

当 期 変 動 額 合 計 △414 18,388 17,974 △107 816,685
当 期 末 残 高 33,500 59,508 93,009 872 4,614,032
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連 結 注 記 表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ５社
ＪＲＣ Ｃ＆Ｍ株式会社
株式会社大成
中村自働機械株式会社
株式会社高橋汽罐工業
向井化工機株式会社
（ＪＲＣ Ｃ＆Ｍ株式会社の完全子会社、当社孫会社）

連結範囲の変更
当連結会計年度において、新たに株式を取得したことにより中村自働機械株式会社、株式会社高橋汽

罐工業及び向井化工機株式会社を新たに連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社の名称等
吉艾希商事(瀋陽)貿易有限公司

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産・売上高・当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持

分相当額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しておりま
す。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用会社の数及び主要な持分法適用会社の名称
持分法適用会社の数 １社
ＪＲＣ IＦＭ ＣＯ．，Ｌｔｄ．

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称等
吉艾希商事（瀋陽）貿易有限公司

持分法を適用しない理由
非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため、持分法の適用範囲から除外しております。



― 8 ―

３．持分法の適用の範囲の変更に関する注記
当連結会計年度からＪＲＣ IＦＭ ＣＯ．，Ｌｔｄ．を持分法の適用の範囲に含めております。2024年12

月3日にＪＲＣ IＦＭ ＣＯ．，Ｌｔｄ．の株式の49％を取得したことにより関係会社となりました。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
株式会社高橋汽罐工業、向井化工機株式会社を除く連結子会社については、事業年度末日と連結決算日は

一致しております。
株式会社高橋汽罐工業については、決算日が12月31日であり、向井化工機株式会社については、決算日

が8月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類
を使用しております。
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５．重要な会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外の物………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）
市 場 価 格 の な い 株 式 等………移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産………評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
製 品 ・ 商 品 ・ 仕 掛 品………主として総平均法による原価法

ただし、受注生産品は主として個別法による原価法
原 材 料………主として総平均法による原価法
貯 蔵 品………最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

…………………定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～47年
機械装置及び運搬具 ２～17年

無 形 固 定 資 産…………………当社及び連結子会社は定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいております。

リ ー ス 資 産…………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金…………………従業員の賞与の支払に備えるため、翌期の賞与支給見込額のうち当
連結会計年度の負担額を計上しております。
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６．その他重要な会計方針に関する事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退 職給 付見 込 額 の
期 間 帰 属 方 法

…………………退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。

② 数理計算上の差異の
費 用 処 理 方 法

…………………数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
た額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。

③ 未認識数理計算上の
差異の会計処理方法

…………………未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産
の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額
に計上しております。

④ 小 規 模 企 業 等 に
おける簡便法の採用

…………………連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退
職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しております。

(2) 収益及び費用に関する計上基準
当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用
しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識しております。
当社グループは、コンベヤ部品事業、環境プラント事業、ロボットSI事業の各事業における製品及び商品の
製造販売を主な事業内容としております。
コンベヤ部品事業、環境プラント事業における製品及び商品の販売については、顧客に引渡された時点にお
いて顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品及
び商品の引渡時点で収益を認識しております。また、製品及び商品の国内販売においては、「収益認識に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に定める代替的な取扱い
を適用し、出荷時から当該製品及び商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。
ロボットSI事業におけるロボットシステムの販売については、顧客の動作確認を含む検収完了をもって、顧
客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客の検収時点で収益
を認識しております。
当社グループでは、製品の製造販売に加え、工事の設計施工やメンテナンス等に係る事業を営んでおりま
す。これらの工事契約等の一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短期など重要性が乏しい工
事等を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識して
おります。履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいては、工事の進捗に応じて原価が発生することから、
見積総原価に対する実際原価の割合（投入原価）によっております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発
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生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しています。
製品販売における取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、売上割引等を控除した
金額で測定しております。
取引の対価は、主に履行義務充足後の支払を要求しており、一部受注時から履行義務を充足するまでの期間
における前受金を受領する場合があります。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から概ね一年以内
に行われており、重要な金融要素は含んでおりません。

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

(4) のれんの償却方法及び償却期間
７年から10年間の定額法により償却しております。

会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

単位（千円）
当連結会計年度

繰延税金資産 108,820

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社及び連結子会社は、当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性についての判断にあたり、

会計上の見積りを行っております。
① 算出方法

繰延税金資産は、将来発生し得る課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、将来減算一時差異のう
ち回収可能と判断される金額を計上しております。

② 主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、将来の事業計画を基礎とした将来の課税所得の見積りや将来減算一時

差異の解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断しております。
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

上記の主要な仮定は経営者の判断を伴うため、市場環境の変化、経営目標の未達により、翌期の業績
に影響を与える可能性があり、そのいずれも繰延税金資産の回収可能性に影響を与える可能性がありま
す。
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連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 6,488,558千円

２．電子記録債権譲渡高
電子記録債権譲渡高 29,277千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 12,824,860株
剰余金の配当に関する事項
(１)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2024年５月28日
定時株主総会 普通株式 254,698 21.00 2024年2月29日 2024年5月29日

2024年10月11日
取締役会 普通株式 160,596 13.00 2024年8月31日 2024年11月5日

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額（千円）
１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2025年５月28日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 162,131 13.00 2025年2月28日 2025年5月29日

当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない新株予約権を除く）の目
的となる株式の種類及び数
普通株式 1,304,820株
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金融商品に関する注記
金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、投機的な取引は行わない方針であり、短期的な預金等に限定して実
施しております。また、資金調達については、資金計画に基づき必要な資金を銀行等の金融機関より借入れて
おります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該
リスクについては社内規則に基づき、取引先の信用状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残
高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されておりま
すが、定期的に時価や発行体の財務状況の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。長期借入金は主に設備投資に係る
資金調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
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金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 投資有価証券 141,694 141,694 ー

資産計 141,694 141,694 ー
(2) 長期借入金（１年内返済予
定の長期借入金を含む） 2,828,928 2,828,928 ー

負債計 2,828,928 2,828,928 ー
(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」に

ついては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券 75,167

関係会社出資金 17,340

出資金 1,757

金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 141,694 ー ー 141,694

資産計 141,694 ー ー 141,694

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ー 2,828,928 ー 2,828,928

負債計 ー 2,828,928 ー 2,828,928
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル１の時価に分類しております。

長期借入金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっ

ていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２
の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

単位（千円）
報告セグメント

合計コンベヤ部品事
業

環境プラント事
業 ロボットSI事業

製品 6,586,586 1,266,757 622,448 8,475,792

商品 909,515 309,692 91,695 1,310,903

工事 421,128 573,592 283,154 1,277,875

顧客との契約から生じる収益 7,917,230 2,150,042 997,298 11,064,571

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 7,917,230 2,150,042 997,298 11,064,571

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
等）５．その他重要な会計方針に関する事項 (2)収益及び費用に関する計上基準」に記載のとおりでありま
す。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等
単位（千円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,469,824

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,323,379

契約負債（期首残高） 7,382

契約負債（期末残高） 570,197
契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであり、収益の認識にともない取り崩されます。
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、当連結会計年度の収益として認識しております。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 369円89銭
１株当たり当期純利益 87円89銭

重要な後発事象
（連結子会社の吸収合併）
当社は2025年１月７日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当社の連結子会社である株式
会社大成並びに中村自働機械株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、本合併）を行うことを決
議し、2025年３月１日付で当社と株式会社大成及び中村自働機械株式会社は合併致しました。
１．取引の概要
① 株式会社大成
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容

吸収合併存続会社
結合企業の名称 株式会社ＪＲＣ
事業の内容 コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善・メンテ

ナンス並びにロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売
吸収合併消滅会社
被結合企業の名称 株式会社大成
事業の内容 工業用ゴム製品の製造・加工・販売

(2) 企業結合日
2025年３月１日

(3) 企業結合の法的形式
株式会社ＪＲＣを存続会社、株式会社大成を消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称
株式会社ＪＲＣ

(5) その他取引の概要に関する事項
本合併により、ここ近年需要に伸びがある化学プラント・水処理プラント向けの更新案件につ

いての体制強化が必要になり、このセグメントを更に成長させていくために、株式会社大成を吸
収合併することで、経営資源の有効活用や組織運営の効率化など、お客様への提供価値の最大化
を図ること等を目的としております。
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② 中村自働機械株式会社
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容

吸収合併存続会社
結合企業の名称 株式会社ＪＲＣ
事業の内容 コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善・メンテ

ナンス並びにロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売
吸収合併消滅会社
被結合企業の名称 中村自働機械株式会社
事業の内容 各種自働機械・包装機械・省力化機械・その他付帯装置の設計・製作

(2) 企業結合日
2025年３月１日

(3) 企業結合の法的形式
株式会社ＪＲＣを存続会社、中村自働機械株式会社を消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称
株式会社ＪＲＣ

(5) その他取引の概要に関する事項
本合併により、中村自働機械株式会社を吸収合併することで、経営資源の有効活用や、組織運

営の効率化など、お客様への提供価値の最大化を図り、ロボット自動化コンソーシアム実現も加
速することができ、本合併により、市場シェアを拡大するとともに、グループのシナジーを活か
して、より一層の付加価値の提供、業界・社会の課題解決に貢献してまいります。

２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会
計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１
月16日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。
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株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで） （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
特別償却
準 備 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 131,415 51,415 51,415 20,000 27,444 2,000,000 1,404,400
当 期 変 動 額

自己株式の処分（新株予約権の行使） － △227,451 △227,451 － － － －

自己株式処分差損の振替 － 227,451 227,451 － － － △227,451

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △415,295
特別償却準備金取崩 － － － － △13,286 － 13,286
当 期 純 利 益 － － － － － － 746,148
株主資本以外の
項目の当期変動額 － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △13,286 － 116,687
当 期 末 残 高 131,415 51,415 51,415 20,000 14,158 2,000,000 1,521,087
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株主資本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純 資 産
合 計

利益剰余金
自 己
株 式

株主資本
合 計

その他有価
証券評価
差 額 金

評価差額
金 合 計

利 益
剰 余 金
合 計

当 期 首 残 高 3,451,844 △698,493 2,936,181 33,915 33,915 980 2,971,077
当 期 変 動 額

自己株式の処分（新株予約権の行使） － 344,231 116,779 － － － 116,779

自己株式処分差損の振替 △227,451 － － － － － －

剰 余 金 の 配 当 △415,295 － △415,295 － － － △415,295

特別償却準備金取崩 － － － － － － －
当 期 純 利 益 746,148 － 746,148 － － － 746,148
株主資本以外の
項目の当期変動額 － － － △2,891 △2,891 △107 △2,998

当 期 変 動 額 合 計 103,401 344,231 447,632 △2,891 △2,891 △107 444,634
当 期 末 残 高 3,555,246 △354,262 3,383,814 31,023 31,023 872 3,415,711
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外の物………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）
市 場 価 格 の な い 株 式 等………移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
ただし、受注生産品は個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま
す。

２．固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産…………………定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～47年
機械及び装置 ２～17年
工具、器具及び備品 ２～20年

無 形 固 定 資 産…………………定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいております。

リ ー ス 資 産…………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

長 期 前 払 費 用…………………均等償却しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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（2）賞 与 引 当 金…………………従業員の賞与の支払に備えるため、翌期の賞与支給見込額のうち当
事業年度の負担額を計上しております。

（3）退 職 給 付 引 当 金
（前 払 年 金 費 用）

…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
た額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度末では、年金資産の額が退職給付債務に未認識数
理計算上の差異を加減した額を超過しているため、当該超過額を前
払年金費用（投資その他の資産）に計上しております。

４．収益及び費用に関する計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、約束
した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識しております。
当社は、コンベヤ部品事業、ロボットSI事業の各事業における製品及び商品の製造販売を主な事業内容とし
ております。
コンベヤ部品事業における製品及び商品の販売については、顧客に引渡された時点において顧客が当該製品
及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品及び商品の引渡時点で
収益を認識しております。また、製品及び商品の国内販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第30号2021年３月26日）第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から
当該製品及び商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識
しております。
ロボットSI事業におけるロボットシステムの販売については、顧客の動作確認を含む検収完了をもって、顧
客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客の検収時点で収益
を認識しております。
当社では、製品の製造販売に加え、工事の設計施工やメンテナンス等に係る事業を営んでおります。これら
の工事契約等の一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短期など重要性が乏しい工事等を除
き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しておりま
す。履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいては、工事の進捗に応じて原価が発生することから、見積総
原価に対する実際原価の割合（投入原価）によっております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に
見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合に
は、原価回収基準にて収益を認識しています。
製品販売における取引価格は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、売上割引等を控除した
金額で測定しております。
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取引の対価は、主に履行義務充足後の支払を要求しており、一部受注時から履行義務を充足するまでの期間
における前受金を受領する場合があります。履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から概ね一年以内
に行われており、重要な金融要素は含んでおりません。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

会計上の見積りに関する注記
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

単位（千円）
当事業年度

繰延税金資産 90,672

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）繰延税金資産の回収可能性
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記
１.有形固定資産の減価償却累計額 5,356,143 千円
２.関係会社に対する金銭債権は次のとおりであります。
短期金銭債権 5,883 千円
短期金銭債務 7,748 千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
(1) 営業取引による取引高
売上高 58,975 千円
仕入高 67,819 千円
その他 14,524 千円

(2) 営業取引以外による取引高 11,172 千円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 353,180株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
長期未払金 53,747 千円
賞与引当金 32,665 千円
商標権 8,888 千円
未払事業税 19,201 千円
その他 24,844 千円
繰延税金資産小計 139,347 千円
評価性引当額 △2,794 千円
繰延税金資産合計 136,553 千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △13,666 千円
特別償却準備金 △6,236 千円
前払年金費用 △25,971 千円
その他 △6千円
繰延税金負債合計 △45,881 千円
繰延税金資産純額 90,672 千円

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産の他に、車両運搬具の一部についてはオペレーティングリース契約により使用

しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 ＪＲＣ Ｃ＆Ｍ
株式会社

（所有）
直接 100.0
(注)1

役員の兼任
資金の貸付
(注)2

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

240,000
87,750
4,481

関係会社短期貸
付金
関係会社長期貸
付金

90,600

514,942

子会社 中村自働機械
株式会社

（所有）
直接 100.0
(注)1

役員の兼任
資金の貸付
(注)2

資金の貸付
利息の受取

190,000
343

関係会社短期貸
付金 190,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１.議決権等の所有（被所有）割合については、事業年度末の所有（被所有）割合を記載しております。

２.資金の貸付につきましては、市場金利及び調達金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は連結注記表「収益認識に関する注記」におい

て同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 273円81銭
１株当たり当期純利益 60円80銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
該当事項はありません。


